
              仙北市立西明寺小学校　いじめ防止基本方針 

（2025/5 改訂） 

 

１　いじめの定義といじめ防止のための基本方針 

＜いじめ防止対策推進法 第２条より＞ 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人

間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

　　いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全

な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるおそれがある。また、いじめを行った児童についても心身の成長及び人

格の形成を歪んだものにする可能性を含んでいる。 

　　本校においても、「いじめはどの学校・学級でも、だれでも､いつでも起こりうる」「い

じめのきっかけは、学校内外を問わずどこにでもありうる」「いじめは、どんなことが

あっても絶対許されない行為である」という基本認識に立ち、すべての児童が安全で安

心して学校生活を送ることのできる教育環境の実現をめざしていく。 

　　また、すべての児童を対象として、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に、組織

をあげて取り組むために、「仙北市立西明寺小学校いじめ防止基本方針」を定めるもの

とする。 

 

２　いじめ防止対策のための校内組織 

 　（１）生徒指導特別委員会

        　いじめ防止等の対策のために、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教

　　　　諭、当該学級担任等で構成する生徒指導特別委員会を設置し、必要に応じて委員

　　　　会を開催する。また、事案によっては、広域カウンセラー、ＳＳＷ、市のカウン

 　　　　セラーを要請することもある。

 　（２）児童を語る会

          全教員が参加し、配慮を要する児童、最近気になる児童について、情報交換及

 　　　　び指導に関する共通理解を図る会として設置し、前期・後期各１回開催する。

 　（３）教育相談担当

          主に保護者、学級担任等の不安や悩みに対して、問題の初期対応を図る窓口と

　　　　して設置し、適切なアドバイスをすることを目的とする。内容に応じて、教務主

　　　　任、生徒指導主事、養護教諭が担当する。また、県及び市のスクールカウンセラ

 　　　　ー等の活用を必要とする場合においては、教頭がこれにあたる。

 

３　いじめ未然防止のための取組 

 　（１）学級経営・教科指導の充実　　

　　　○学校や学級が、安全・安心な居場所となるよう、「生徒指導の実践上の視点」を

 踏まえた学級づくりを行う。

　　　○学級活動を充実させ、よりよい人間関係や生活づくり、絆づくりへの参画意識を

 もたせる。



 　　　○教育相談等を通して児童理解に努め、児童の変化を見逃さない観察力を養う。

　　　○わかる・できる授業の実践を積み重ね、成就感や達成感のある学びができるよう

　　　　に、「生徒指導の実践上の視点」を踏まえた授業づくりを行う。 

 　（２）道徳教育の充実

 　　　○道徳の時間の指導を通して、児童の自己有用感・自己肯定感を高める。

 　　　○すべての教育活動において道徳教育を実践し、生命尊重、人権尊重、思いやりの

 　　　　心などを育てる。

 　（３）ふるさと教育・キャリア教育をベースとした体験的活動の充実

　　　○明るく楽しい学校生活を送るための自主的、実践的な児童会活動を充実させる。

 　　　○学年の枠を超えて望ましい人間関係を築く縦割り活動や学校行事を充実させる。

　　　○学校、学区を飛び出した豊かな体験活動を設定し、多くの人との交流を通して、

 　　　　人と関わる力を養う。

 　（４）情報モラル教育の充実

 　　　○インターネットや情報端末、ゲーム等における危険性をしっかりと理解させる。

 　　　○ネットへの誹謗中傷や悪口の書き込みもいじめであることの認識をさせる。

 　（５）教職員の資質向上と関係機関との連携

　　　○いじめに関わる研修の充実を図る。（外部研修等の情報共有） 

 　　　○市教委や各学校・園との情報共有をし、関係機関との連携を強化する。

 

４　いじめ早期発見のための取組　 

 　（１）学校における日常観察　

 　　　○朝の会、健康観察、帰りの会等で、児童の様子を観察する。

 　　　○児童の変化について、必要に応じて専科教員や養護教諭との情報交換を行う。

 　（２）教育相談（児童と担任）週間の設定（５月・１１月）

      ○児童の悩み、困りごとの有無を把握し、適切なアドバイスや指導を行う。　　　

 　　　○学級内のいじめに関する情報等を聞き取る。

 　（３）相談カードの記入（毎月１回）

      ○いじめに関する情報収集をしたり、学校生活に対する心配事や困り事、悩み等に

 　　　　対応したりする。

 

５　家庭・地域への啓蒙と協力依頼　 

       ○いじめ防止基本方針を公表し、家庭や地域の役割について理解してもらう。

       ○情報モラルへの関心を高め、家庭における指導や約束について考えてもらう。

       ○家庭や地域に以下の５項目について協力依頼する。

 　①いじめの疑いや兆候のある場合（目撃を含む）は、学校に情報提供する。

   ②よくない行為を目撃したら、地域の子どもとして毅然としかる。

   ③自分の子どもに対して、しつけや指導を逸脱するような言動は慎む。

   ④自分の子どもに、ほかの子どもの悪口を聞かせない。

　⑤第三者の前で、ほかの子どもの悪口、人格を否定するような言動は絶対にし

　　ない。

 



６　いじめ発生における早期対応　 

　　（１）いじめの疑いがある場合、あるいはいじめに関する相談・報告を受けた場合は、

 　　　　管理職に報告するとともに、速やかに事実関係を確認し、事実の共有を図る。

　　（２）いじめを確認した場合は、生徒指導特別委員会において対応を協議し、その方

　　　　針に従って再発防止に努めるとともに、いじめを受けた児童及び保護者に対する

　　　　教育的支援と、いじめを行った児童及び保護者への指導・助言を継続的に実施す

 　　　　る。

　　（３）いじめを受けた児童が安心して教育が受けられるように、保護者と連携を図り

 　　　　ながら必要な対策を講ずる。必要に応じて、関係機関からの協力を得る。

 　　（４）上記の一連の経緯を市教委に報告し、助言をもらう。

 

７　重大事態の定義とその対応 

＜いじめ防止対策推進法 第２８条より＞ 

一　いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

　　あると認めるとき。 

二　いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

　　いる疑いがあると認めるとき。 

（※相当の期間とは、年間３０日を目安とするが、個別のケースにより判断する。）

 　　（１）重大事態を確認した場合、速やかに市教委に報告し、その指示を仰ぐ。

     （２）市教委と協議の上、当該事案に対応する組織を設置する。

　　（３）上記組織が中心となり事実関係を詳細に把握する。関係機関との連携を図り、

 　　　　相互の情報共有を適切に行うとともに、その経緯について記録する。

    （４）内容が犯罪と認識できる重大な事案は、市教委に報告の上、所轄の警察署に通

 　　　　報し、速やかに必要な対処をする。

    （５）いじめを受けた児童への十分なケアを行うとともに、保護者に対して事実関係

 　　　　を含む必要な情報を適宜提供する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いじめ対策年間指導計画

                             指導等の内容

月 教職員の活動 児童の活動 保護者への活動

４ ○いじめ防止基本方針につ ○学級開き・学級ルールづ ○いじめ対策についての

　いての検討【生徒指導部】 　くり　　　　【学級活動】 　説明・啓発 

○いじめ対策に関わる共通 ○児童会出発式 【ＰＴＡ総会・学年懇談会】 

　理解 　　　　【職員会議】 ○親子レクの企画 

○相談カードの活用 （各学年毎に期日を決めて実施）

　　　　　　　【毎月下旬】

  ５ ○児童を語る会① ○地域との関わりを生かす ○運動会協力

○学校運営協議会①  　活動【西明寺地区運動会】 ○家庭訪問・地域訪問  
 ○教育相談期間（全員） ○縦割り給食開始

○あいさつ運動【通年】

 ６ ○幼小連携協議会 ○行事を通した人間関係づ

　くり  【修学旅行(６年)】

○中学校壮行会への参加  
（６年生）

  ７ ○民生児童委員と語る会 ○行事を通した人間関係づ ○ＰＴＡ参観日

○学校運営協議会② 　くり  【宿泊学習(５年)】 ○保護者面談（全員）

○縦割り交流活動【七夕集会】

８ ○情報モラル教室

・

９

10 ○前期の振り返りと後期に ○行事を通した人間関係づ

　向けて 　くり　【マラソン・なべっこ】 

○行事を通した人間関係づ

　くり 【チューリップ球根

　植え(１、５年、園児)】

11  ○児童を語る会② ○行事を通した人間関係づ

　くり 　　　【学習発表会】 

○縦割り交流活動【図書集会】

12   ○学校評価の実施 ○児童アンケートの実施 ○学校評価

  ○ＰＴＡ参観日

○保護者面談【希望者】

  １ ○学校運営協議会③ ○西中体験入学（６年） ○ＰＴＡ参観日（学校評

・ ○幼小中連絡協議会 ○新入生１日入学（１、５ 　価について）【ＰＴＡ全

  ２ ○教育相談期間（全員） 　年） 　体会・学年懇談】

 ○縦割り交流活動 ○入学説明会

　【ウインターフェスティバル】

 ３ ○小中連携協議会 ○行事を通した人間関係づ

○幼小連携協議会 　くり  
【６年生を送る会】【卒業式】



   
  西明寺小学校のいじめ事案への対応フロー図（いじめ事案に対する対応・解決の手順）

 
 いじめの情報  →   教　　　　頭 １　即時にチームで対応 
   　訴え・発見 　生徒指導主事

   　＜初期対応＞（対応Ⅰ）
                             ↓

  ①情報提供者から聞き取り（配慮必要） 
  いじめ防止委員会の緊急開催   →   ②被害児童への事実確認（配慮必要）
   ※対応策の協議・決定   ③全教職員から

   ④いじめた側の児童から
                 ↓  ⑤その他（友人など）

  必要に応じた連携・支援

                ↓                              ↓                      ↓

 ２　解決に向けた適切かつ誠実な対応（対応Ⅱ） いじめている児
童がいじめてい

 （１）いじめと判断できない場合 （２）いじめと判断できる場合 ないと言う場合
 

①一人で判断しない。情報を集め ①いじめられている児童の安全 ①いじめという
 　チームで対応。 　確保を第一優先。継続的援助 言葉を使わず

 　 ②いじめをする児童への指導と に、どのような
 ②いじめを訴える児童の話を否定 　援助 行為をしたのか

   　せずに教育相談を実施 を確認する。
    ③「重大事態」「学校単  

  ③継続的な行動観察と援助 　　独で対応が困難」と ②その行為が相
  　　判断した場合は「い 手にとってつら
  　　じめ防止委員会」と いものであるこ
  　　連携し、教育委員会 とを納得させ、
  　　の判断に従った対応 その行為をやめ

  　　を行う。 させる説諭をす
    ※児童の生命、身体又 る。

  　　は財産に重大な被害
  　　が生じるおそれがあ
  　　ると認められる場合
  　　は、直ちに所轄の警
  　　察署に通報し、適切

 　　に対処する。
 

 　↓
   仙北市教育委員会

  重大事件   仙北警察署
 の発生

保護者への事実・情報の提供と児童・保護者への誠実な謝罪

  ❍明らかになった事実関係について、情報を適切に提供する。
 ❍時間をかけて保護者の話や思いを傾聴し、問題を解決することに全力を挙げること
　  を約束する。
 ❍いじめをしている児童の保護者には、子どもがいじめを繰り返さないために何をす
　  る必要があるのか一緒に考えながら助言する。
 ❍強く叱るだけでは解決しないことを理解してもらい、今後の対応への協力を求める。 
  ❍必要に応じて、いじめている児童をいじめられている児童に謝罪させる。
　　　（保護者を含む）



 ↓

いじめに対して具体的な目に見える指導と援助の継続的実践

  ①目に見える指導・加害児童の別室指導・全校、学年、学級児童への説明や指導

  ②いじめを繰り返さない、繰り返させないための指導

 ③役割分担による校内巡回 （その他必要なことは継続的に行う）

 ↓

      ３　トラブルから学ぶ＜生徒指導における危機管理意識をもって確実に＞

    危機管理の心構え「さしすせそ」

   ○さ  さいあくを想定する    ○し  慎重に対応する　　○す   素早く対処する 

   ○せ  誠意をもって対応する  ○そ  組織の一員として対処する                       
                          　

  　  ※いじめ対応後の危機管理として

　　  ❍いじめられた児童への配慮

　　  ❍加害保護者とのトラブル

　　 ❍いじめ再発  ・・・・・・ 等


